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第１章．都市計画道路の見直しについて 

１．はじめに 

・ 本市のこれまでの都市計画道路は、「戦災復興土地区画整理事業」をはじめとして、

平塚駅周辺や駅へのアクセス、まちの骨格を形成する道路の整備を進め、市街地の

形成に大きな役割を果たしてきました。 

・ その一方で、現在の都市計画道路の整備率は約６割であり、近年の財政状況からみ

て、残りの整備には長期間を要することが予測されます。これら長期間の未着手路

線の中には、計画当初から50年以上経過したものもあり、社会経済状況の変化とと

もにその役割が低下している可能性もあります。また、未着手路線は、都市計画法

による建築制限が課せられており、その制限は長期間に及んでいます。 

・ 全国的には、都市計画決定されてから長期間事業が実施されていない都市計画道路

が多数存在するなかで、社会資本整備審議会における『良好な市街地及び便利で快

適な都市交通をいかに実現・運営すべきか』（平成15年４月14日）のとりまとめに

おいて、持続可能な都市の実現化に向け、市街地のコンパクト化の必要性が示され

ており、これに合せた都市交通は都市計画道路の見直しや都市交通施策の充実が必

要と示されました。 

・ 神奈川県では、各市町の都市計画道路の見直し作業が円滑に進むよう、平成18年３

月に「都市計画道路の見直しガイドライン」を策定し、これをもとに各市町の見直

し作業が進められております。 

・ こうしたことから、神奈川県の「都市計画道路の見直しガイドライン」をもとに、

「平塚市都市マスタープラン（第２次）」や「平塚市総合交通計画」などの上位関

連計画における個々の都市計画道路の役割を検証し、交通量の検証などの観点を加

え、都市計画道路の今後のあり方（見直し計画）を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

平塚市都市計画道路見直し計画 

２．都市計画道路の見直しについて 

（１）見直しとは 

・ 都市計画道路の見直しとは、都市計画決定より 20年以上経過した長期間未着手の路

線について、様々な視点から各路線の必要性を検証し、今後のまちづくりにおいて

必要性を評価します。見直しの検証は基本的に次の４つのパターンに区分します。 

区 分 内        容 

存 続 今後も必要性が高く現都市計画道路のまま変更しない路線 

変 更 
隣接都市や地形地物との整合等を図るため、線形や幅員の変更が必要

な路線 

追 加 新たに都市計画道路として追加する路線 

廃 止 今後のまちづくりにおいて必要性が低下した路線 

 

（２）計画の位置づけ 

・ 本計画は、「平塚市総合交通計画」（平成２２年４月）(以下「総合交通計画」)を受け、具体

的な路線毎の見直し案を作成するものです。見直しの検討は、平成 18年 3月に神奈川県

が策定した「都市計画道路見直しのガイドライン」（以下「県ガイドライン」）をも

とに、本市の地域の実情等を踏まえた基本的な考え方を盛り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県の計画 

・かながわ交通計画  

・かながわのみちづくり計画 

 

平塚市総合交通計画 

都市計画道路の見直し方針 

平塚市都市マスタープラン 

（第２次）（平成 20 年 10 月） 

・都市計画道路見直しのガイドライン 

（平成２２年４月） 
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図中の自転車等駐車場や地域生活圏はイメージであり、 

具体的な位置を規定するものではありません 

平塚市総合交通計画の基本理念と将来交通体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念：公共交通と自転車を中心とした人と環境にやさしいまちづくり 

より効果的、効率的な施策の展開を図り適正な対応を段階的に進める 

 

選択と集中 既存施設の 
有効活用 

様々な取組み

の組合せ 

計画の基本理念 

 

 

将来交通体系 

 

 

これからの交通計画の進め方 

 

 

将来都市像 

豊かな自然につつまれて 

人とまちが織りなす 

湘南のサスティナブルシティ ひらつか 

将来交通体系 

○だれもが移動しやすい交通体系 

○活力とにぎわいを支える交通体系 

○選択性に優れた交通体系 

○サスティナブルシティを支える交通体系 
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出典）「都市計画マニュアル」（社）日本都市計画学会編より 

第２章．都市計画道路の概況 

１．都市計画道路とは 

・ 都市計画道路は、円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市

環境を確保するうえで必要な施設として都市計画法に定められた都市施設です。 

・ 都市計画道路の区域内の建築物の建築には、都道府県知事の許可＊が必要になります

（都市計画法第 53 条）。都市計画道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれが

ないものや、容易に移転し除去が可能であるもの以外の許可（同法第 54条）は基本

的に認められていません。 

＊）本市では、権限委譲により市長の許可 

 
（都市計画法第54条及び同法53条第１項の規定に基づく建築許可基準《平塚市独自の緩和基準》） 

・ 階数３以下であること。 
・ 地階を有しないこと。ただし、附属建築物である掘り込み式車庫であって床面積の合計が

20㎡以下であるものはこの限りではない。 
・ 主要構造物（建築基準法第２条第５号に定める主要構造部をいう。）が木造、鉄骨造、コ

ンクリートブロック造、プレキャスト鉄筋コンクリート造（掘り込み式車庫に限る。）そ
の他これに類する構造であること。 

 

２．都市計画道路の機能 

・ 都市計画道路は、人や物資の移動のための通行空間としての交通機能をはじめ、市

街地における土地利用の方向を規定する市街地形成機能、災害発生時の避難路や救

援活動のための都市防災機能などを担っています。 

機能の区分 内   容 

市街地形成機能 

都市構造・土地利用の誘

導形成 

都市の骨格として都市の主軸を形成すると共に、その発展方向や

土地利用の方向を規定する 

街区形成機能 一定規模の宅地を区画する街区を形成する 

生活空間 人々が集い、遊び、語らう日常生活のコミュニティ空間 

交通機能 

通行機能 人や物資の移動の通行空間としての機能（トラフィック機能） 

沿道利用機能 
沿道の土地利用のための出入、自動車の駐停車、貨物の積み降ろ

し等の沿道サービス機能（アクセス機能） 

空

間

機

能 

都市環境機能 景観、日照等の都市環境保全のための機能 

都市防災機能 
避難・救援機能 災害発生時の避難通路や救援活動のための通路機能 

災害防止機能 災害等の拡大を遅延・防止するための空間機能 

収容空間 

公共交通のための導入

空間 
都市モノレール、バス等の公共交通を導入するための空間 

供給処理・通信情報施設

の空間 

上下水道、ガス、電気、電話等の供給処理および通信情報施設の

ための空間 

道路付属物のための空

間 
交通信号、案内板、ストリートファニチャー等のための空間 
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３．都市計画道路の種類 

・ 都市計画道路は、主として交通機能に着目して次のような道路種別が設定されてい

ます。見直しの検討対象は、「県ガイドライン」にもとづき幹線街路です。 

道路種別 内   容 
平塚市の 

指定状況 

自動車専用道路 
専ら自動車の交通の用に供する道路 １路線 

（新湘南国道） 

幹線街路 
都市内におけるまとまった交通を受け持

つとともに、都市の骨格を形成する道路 
46路線 

区画街路 
地区における宅地の利用に供するための

道路 
該当路線なし 

特殊街路 
歩行者、自転車、都市モノレール、路面

電車等の交通を目的とした道路 

１路線 

（五領ケ台中央線） 

・ 幹線街路は、交通の処理機能から、次の３つに分類されます。「都市マスタープラン」

や「総合交通計画」における幹線道路ネットワークとの関係は次のとおりです。 

幹線街路の 

種別 
道路の機能等＊1 

本市上位関連計画での

名称＊2 

主要幹線街路 

都市内の拠点間を連絡し、自動車専用道路

と連携し都市に出入りする交通や都市内

の枢要な地域間相互の交通の用に供する

道路で、とくに高い走行機能と交通処理機

能を有する街路 

広域幹線道路 

都市幹線街路 

都市内の各地区または主要な施設間相互

の交通を集約して処理する道路で、居住環

境地区等の都市の骨格を形成する街路 

都市内幹線道路 

補助幹線街路 

主要幹線街路または都市幹線街路で囲ま

れた区域内において幹線街路を補完し、区

域内に発生集中する交通を効率的に集散

させるための補助的な幹線街路 

補助幹線道路 

＊1）「県ガイドライン」より 

＊2）本市では幹線道路ネットワークの形成において都市計画道路以外の国県道、幹道を

加え配置していることから名称に「道路」を用いています。なお「街路」とは一般的

に都市計画道路を指します。 
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４．都市計画の決定状況 

・本市の都市計画道路は、昭和 21 年の「戦災復興土地区画整理事業」に合わせ現行の

計画延長の約５割、昭和 36年までに約８割が都市計画決定をしています。 

都市計画道路延長の推移（現計画延長に占める割合） 

 

 

 

 

 

 

５．都市計画道路の整備状況 

・ 本市の都市計画道路のうち幹線街路 46路線の整備状況は、図に示すとおりです。46

路線の計画延長は約 110.7㎞であり、そのうち改良済＊1の延長は 67.2㎞、改良済延

長は全体の 60.7%です。概成済＊2延長は 5.0 ㎞であり、概成済延長を加えた整備済

延長の全体に占める割合は 65.2％です。神奈川県全体と比較して、改良済延長割合

はほぼ同じ水準です。 

幹線街路の整備状況割合 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1）道路用地が計画幅員のとおり確保されており、一般の通行の用に供している道路 

＊2）概ね計画幅員の 2/3以上又は４車線以上の幅員を有する道路 

 

平塚市：平成 23年 4月、神奈川県：平成 22年 3月（平成 22年都市計画現況調査） 
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昭和36年に現計画
延長の約8割を都
市計画決定

昭和21年に現計画
延長の約5割を都
市計画決定

平成6年に現計画
延長全てを都市計
画決定

昭和 36 年までに現
計画延長の 8 割を都
市計画決定 
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3･2･1 駅前大通り線 

 

 

・ 平塚駅周辺地区は、「戦災復興土地区画

整理事業」（約 230ha）等により、広幅員

の都市計画道路が配置され整備が概ね

完了しています。 

・ 整備が残されているのは、東西方向の広

域幹線道路や放射方向の広域幹線道路

のうちの西部地域の道路などです。 

 

 

都市計画道路の整備状況（平成 23年 4月） 
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人口の動向 

市域拡張の推移 

都市計画道路の決定年代 

第３章．都市計画道路の整備の必要性と見直しの背景 

１．これまでの市街地形成における都市計画道路の役割 

・ 本市の都市計画道路は、町村合併や、

戦災復興土地区画整理事業等に合わせ、

平塚駅周辺地区や駅にアクセスする道

路、まちの骨格を形成する道路などを都

市計画決定し整備を進めてきました。 

・ 人口はこうしたまちづくりを背景とし、

昭和 30年代から 40年代にかけ大幅に増

加するなど、都市計画道路の整備が、市

街地の形成に大きな役割を果たしてき

ました。 
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人

） 大幅に増加 

資料：平塚市統計書 

昭和７年４月１日市制施行 

昭和 29年７月 15日合併 

昭和 31年９月 30日合併 

昭和 32年 10月１日合併 
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２．都市計画道路の整備の必要性 

（１）いま起きている交通問題への対応 

・ 朝の通勤時間帯では、平塚駅を中心として交通が混雑するとともに、放射状に配置

された道路を主体に渋滞が発生しています。道路渋滞に伴い路線バスの定時性、速

達性が低下しています。道路渋滞の解消を図るため、西部地域や東西方向を結ぶ都

市計画道路の整備や、路線バス、自転車や歩行者等の走行環境を高める都市計画道

路の整備が必要です。 

 

（２）安全･安心のまちづくりを支える交通基盤の整備 

・ 市内の自動車交通の約 65％が通過交通や市外との行き来の交通です。まちづくりを

支え、都市力を高めていくために広域交通体系との連携や産業機能の拡充を図る交

通網の強化が必要であり、インターチェンジや市外とを結ぶ都市計画道路の整備が

必要です。 

・ 市域内を結ぶ道路は、交通機能はもとより、都市防災機能の向上を図る重要な道路

であり、災害時の避難、救援、消防活動、火災の延焼防止などの都市防災機能の向

上を図るため、都市計画道路等の整備が必要です。 

 

（３）高齢者等が安心して外出できる交通環境の整備 

・ 概ね 10年後には 4人に 1人が高齢者となることが予測されています。高齢者の健康

増進を図るとともに、地域生活圏の形成に向け、地域コミュニティや都市の経済活

動を維持、向上させていくため、高齢者など誰もが安心して外出できる交通環境の

充実が望まれています。高齢者の交通手段は、徒歩や自転車などが主体であり、地

域生活圏を支え安全でゆとりある通行空間の整備が必要であり、それを支える都市

計画道路の整備が必要です。 

 

（４）温室効果ガスの排出量の削減 

・ 地球温暖化の防止に向け、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を削減するため、

道路渋滞の解消を図るとともに、環境にやさしい交通体系の実現に寄与する都市計

画道路の整備が必要です。 
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1.02倍

将来自動車交通量の見通し 

３．見直しの背景 

（１）都市計画決定から長期間経過 

・ 未着手路線の約５割は、都市計画決定から 61年以上経過しています。また、未着手

路線は、都市計画法による建築制限が課せられており、その制限は長期間に及んで

います。 

未着手路線延長の都市計画決定年次の割合（平成 23年 4月） 

    

（２）将来人口と将来交通量の見通し 

・ 人口は、今後、計画的な市街地の形成などにより一時的には増加しますが、一定の

時期から減少に転じ、概ね 20 年後にはほぼ現況並の約 26 万人になり、その後ゆる

やかに減少に転じます。 

・ 概ね 20年後は、４人に１人が 65歳以上の高齢者になることが予測されます。 

将来人口の割合の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

・ 概ね 20年後の将来交通量は、ほぼ現況並であることが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）厳しい財政状況 

・ 本市の財政状況は、今後もさらに厳しくなることが予測されています。このため、

未着手の都市計画道路の整備には長期間を要すると考えられます。 
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資料：次期平塚市総合計画策定に関する将来推計人口（平成１７年） 
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第４章．都市計画道路の見直し 

１．都市計画道路の見直し方針 

（１）見直しの基本的な考え方 

①基本的な考え方 

・ 都市計画道路の見直しは、長期未着手となっている路線・区間について道路の機能

を明確化し、地域の実情を加味し、既存ストックの活用も視野に入れた検証を行い、

必要に応じて計画を見直すことにより、より一層重点化を図りながら、「存続させる

べき」路線・区間を明らかにします。 

 見直しにあたっては、神奈川県の交通施策の基本的な方向が示されている「かなが

わ交通計画」や本市の将来都市像を示した「都市マスタープラン」等の上位計画と

の整合性を確認しながら、「県ガイドライン」をもとに、交通ネットワークの配置

方針や本市の地域の実情等を踏まえた基本的な考え方を定めます。 

②将来の進め方 

・ 「県ガイドライン」では、「目標年次をおおむね 10～20 年後の都市の姿を展望した

うえで行う」ことが示されていますので、本市の都市計画道路の見直しは、総合交

通計画にあわせ平成 39年とします。 

・ 将来、都市を取り巻く環境の変化や、上位関連計画となる「かながわ交通計画」や

「都市マスタープラン」などが見直され、都市計画道路に係る新たな対応の必要が

生じた場合には、見直すものとします。 
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「神奈川県都市計画道路見直しのガイドライン」フロー図 
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（２）見直しの検証方法 

①見直しの対象路線の選定（ステップ１） 

（検討対象路線の選定） 

ア 幹線街路 

見直しは、幹線街路を対象とし、自動車専用道路・特殊街路は対象としません。 

イ 未着手路線 

市の見直し開始時点で、都市計画決定後 20年以上経過して未着手の路線や区間はす

べて対象とします。 

なお、都市計画決定後（変更）後５年を経過しても工事に着手していない路線や区

間については、何らかの理由や課題が想定されるため、必要に応じて対象とします。 

ウ 整備済路線 

概成済を含む整備済や、事業中の路線区間であっても、社会経済状況やめざすべき

将来の都市像を実現するために、再整備や事業計画の変更など見直しが必要となる

場合には対象とします。 

エ 追加路線 

「都市マスタープラン」などで構想的な位置づけの路線は、必要に応じて追加の検

討を行うこととします。 

（検証の結果） 

・ 本市の都市計画道路の見直しの対象路線は、幹線街路 46路線のうち、都市計画決定

後（当初）20 年以上経過した未着手路線区間、概成済区間を含む 17 路線を対象と

します。 

・ 見直しの対象路線は、道路機能が異なることや、一部整備済の区間があることから、

路線全体で評価するのではなく、道路機能や整備状況等を踏まえた路線区間ごとに

行います。 

見直し検討対象路線の選定結果 

区分 路線数 区間数 

ア.既決定路線数（幹線街路） 46 － 

 

既 決 定 路
線 
 

見直し対象外 29 ― 

イ．都市計画決定後 20年以上経過して
未着手路線（平成 3年以前の路線） 

17 34 

ウ．整備済路線の再整備 該当なし 該当なし 

既決定路線計 17 34 

エ．追加路線 該当なし 該当なし 

 

見直し対象路線計 17 34 
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都市計画道路見直し検討対象路線及び区間 
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都市計画道路見直し検討対象路線(灰色の網掛け路線) 
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②必要性の検証（ステップ２） 

（検証方法） 

□「かながわ交通計画」との関係 

「かながわ交通計画」に一般幹線道路として位置づけられている路線は、幹線道路ネ

ットワークの観点から整備が望まれる路線とされるため、必要性が高い路線と判断し、

それ以外の路線については各々必要性の検証を行います。 

□検討項目 

(ｱ) 自動車の交通機能、(ｲ) 路線バス（公共交通）の交通機能、 

(ｳ) 歩行者・自転車の交通機能、(ｴ) 土地利用との整合、(ｵ) まちづくりとの整合、 

(ｶ) 市街地形成機能、(ｷ) 防災機能、(ｸ) 環境機能、(ｹ) 代替機能、 

(ｺ) 他事業との整合 

（本市の考え方） 

・ 必要性の検証は、「必要性が認められる評価」に 1 つでも該当する路線のうち、「歴

史的・文化的・自然的資産に影響する道路」、「代替機能を有する現道がある道路」

の有無を検証し、最終的な必要性を評価します。 

・ なお、本市の将来交通体系の実現に向け、上記評価項目(ｲ)路線バス（公共交通）の

交通機能を本市独自に追加します。 
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 都市計画道路の必要性の評価項目（1/2） 

必要性の評価項目 

 

（網掛けは本市独自に追加した評価項目） 

評価方法 

必 要 性

が 認 め

られる 

必 要 性

が低下 

①かながわ交通計画の一般幹線道路

網に位置づけがある道路 

同計画に位置づけがある道路 

 

○  

(ｱ)自動車の

交通機能 

②幹線道路網に位置づけ

がある道路 

「都市内幹線道路」 

将来の都市構造を支える基盤整備

として、都市の骨格を形成する幹

線道路網を評価 

「都市マスタープラン」の道路の

整備方針図に位置づけがある道路 

○  

③渋滞を緩和させる道路 道路容量に対し、一定の交通量が

ある道路で、周辺道路網の道路混

雑を緩和させる道路 

○  

④沿道アクセス機能があ

る道路 

沿道アクセスを必要とする商業系

及び工業系用途地域内にある道路 
○  

(ｲ)路線バス

（公共交通）

の交通機能 

⑤公共交通の利便性を高

める道路 

公共交通ネットワークを形成する

道路 ○  

(ｳ)歩行者・

自転車の交

通機能 

⑥自転車ネットワークを

形成する道路 

自転車ネットワークに位置づけが

ある道路 
○  

⑦歩行者ネットワークを

形成する道路 

歩行者ネットワークに位置づけら

れている道路や、地域生活圏の形

成に向け公共公益施設、バス停に

連絡する道路 

○  

(ｴ)土地利用

との整合 

⑧土地利用の改善に寄与

する道路 

 

「都市マスタープラン」の土地利

用の配置方針図の商業・業務内の

道路、近隣商業地、沿道市街地の

位置づけがある道路 

○  

(ｵ)まちづく

りとの整合 

⑨歴史的・文化的・自然

的資産に影響する道路 

計画当初に比べ、歴史的・文化的・

自然的資産に対する価値観が変化

し、その価値が高まっている中で、

「都市マスタープラン」の緑の拠

点や史跡等を通過する道路 

 ○ 

(ｶ)市街地形

成機能 

⑩交通軸を形成する道路 「都市マスタープラン」の将来都

市構造図の交通軸を形成する道路 
○  

⑪中心市街地の活性化等

を図る道路 

中心市街地活性化基本計画に関連

する道路 
○  
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 都市計画道路の必要性の評価項目（2/2） 

必要性の評価項目 評価方法 

必 要 性

が 認 め

られる 

必 要 性

が低下 

(ｷ)防災機能 ⑫緊急輸送路 神奈川県及び平塚市地域防災計画の緊急輸送

路等に位置づけがある道路（重複又は並行す

る現道が位置づけられている道路を含む） 

○  

⑬避難路 広域避難場所への指定避難道路に位置づ

けがある道路 
○  

⑭延焼遅延効果が

ある道路 

道路幅員 15ｍ以上の道路 
○  

⑮密集市街地の改

善を図る道路 

「平塚市都市計画都市再開発の方針」の一

号市街地、二項再開発促進地区、要整備地

区に関連する道路 

○  

(ｸ)環境機能 ⑯景観ネットワー

クを形成する道路 

「都市マスタープラン」のうるおいのまち

づくり方針図のうるおいのネットワーク

（景観面を重視）に位置づけがある道路 

○  

⑰居住環境区の外

かくを形成する道

路 

居住環境区内の交通量を 1 万台以下に抑

える地区の外かくを形成する道路 ○  

(ｹ)代替機能 ⑱代替機能を有す

る現道がある道路 

当該路線を廃止しても、その機能を満たす

現道又は将来の整備が見込まれる道路 

（代替機能を有する道路幅員の考え方） 

道路機能 考え方 

主要幹線

道路 

代替路線なし 

都市内 

幹線道路 

（２車線） 

全幅員 13ｍ以上 

・ 代替路線は計画道路に

重複又は並行する現道

で、車道部 7.0ｍ以上、

歩道部片側3.0ｍ以上を

有する道路 

補助幹線

道路 

（２車線） 

全幅員 11ｍ以上 

・ 最低限の機能を有する

道路として、重複又は並

行する現道で、車道部

7.0ｍ以上、歩道部片側

2.0ｍ以上を有する道路 
 

 ○ 

(ｺ)他事業と

の整合 

⑲開発関連道路 土地区画整理事業等の関連道路、開発計画

への連絡機能がある道路 
○  
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③ルート・構造などに係る課題整理（ステップ３） 

（ルート・構造などに係る課題整理） 

必要性が高いと判断された路線や区間又は、他事業関連で都市計画手続きを行う必

要がある路線や区間は、ルート・構造などに係る課題整理を行います。 

ア 地形・地物との整合性 

河川や鉄道などの地形・地物との制約内容やその程度などを整理します。 

イ 隣接都市計画区域との整合性 

隣接市町村にまたがる都市計画道路については、「不存在」、「幅員不整合」、「線形不

整合」、「不連続」、「重複」といった不整合があるかどうかを精査します。 

（課題解決策の検討） 

課題のない路線や区間は存続とします。課題を有する路線や区間については、必要

性の検証結果から路線や区間の役割を明確にし、その機能が十分に確保されるよう

に、線形・幅員や車線数などの変更、新規路線の追加など、課題解決を図る変更案

を検討します。 

（本市の考え方） 

・ 本市では、必要性が高いと判断された道路においては、事業化の課題を整理し、課

題のない路線や区間は「存続」するものとし、廃止路線も含め交通量の検証を行い

ます。 

なお、現時点では、「県ガイドライン」における「留保付き存続（必要性が高いと判

断されたが、事業実施の見込みが立たない路線や区間）」を包括して「存続」として

います。今後、道路整備のプログラム等により、事業実施時期の見込みを踏まえて

検討するものとします。 
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④交通量の検証（ステップ４） 

（交通量の検証） 

・ 車線数の変更、路線や区間の追加や廃止にあたっては、将来交通需要推計を行いま

す。この結果、混雑度などに支障があると判断された場合については、再度、課題

解決案の検討を行い、将来交通需要推計を行います。 

（本市の考え方） 

・ 必要性が認められない路線を廃止した場合、その代替経路となる道路の混雑度が 1.5
＊１を超えない路線は、廃止しても影響ないとし「廃止」を検討します。 

 

＊1）ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増加

する可能性の高い状態。ピーク時のみの混雑から日中の連続的混雑への過渡状態と考

えられる。（出展：道路の交通容量（昭和 59年９月（社）日本道路協会） 

 

２．見直し 

（１）全体の見直し 

①見直し路線の検証に向けた基本的な考え方 

・ まちの骨格を形成する広域幹線道路や都市内幹線道路は、｢存続｣を基本とします。

こうした道路は、本市の骨格を形成するとともに、その担うサービス圏域が広範囲

であることから、神奈川県や隣接する市町との整合を図り、より広域的な視点で評

価します。 

・ 補助幹線道路は、必要性が低下し代替路線や改良済の都市計画道路等で、その機能

が充足されれば「廃止」も視野に入れ検証します。 

・ 「都市マスタープラン」などで構想的な位置づけの路線の「追加」は、別途個別に

検討します。 

・ ルート・構造などに係る課題整理（ステップ３）の中で課題がある路線については、

将来のまちづくりの進捗に合わせ別途個別に検討します。 
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②ステップ毎の検証結果 

・ 検証に向けた基本的な考え方を踏まえ、ステップ毎の検証結果を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し内容 路線数・区間数 道路名称 

存続（候補） 14 路線・30 区間 3･3･6号湘南新道外 13 路線 

変更（候補） 0 路線・0 区間 － 

廃止（候補） ３路線・4 区間 

3･5･4号上平塚花水川橋線（一部廃止） 

3･6･２号平塚駅桃浜町線（一部廃止） 

3･6･3号平塚高校海岸線（全線廃止） 

ステップ１：見直し検討対象路線・区間の選定 
○都市計画決定後 20 年以上経過した未着手及び概成済の路線・区間 

見直し検討対象：17 路線、34 区間 

ステップ２：必要性の検証 
○「かながわ交通計画」による位置づけ 

○必要性の検証項目 

(ｱ)自動車の交通機能 (ｲ)路線バスの交通機能 (ｳ)歩行者・自転車の交通機能 

(ｴ)土地利用との整合 (ｵ)まちづくりとの整合 (ｶ)市街地形成機能  

(ｷ)防災機能 (ｸ)環境機能 (ｹ)代替機能 (ｺ)他事業との整合 

 ■必要性が低下： 3･5･4号上平塚花水川橋線、3･6･２号平塚駅桃浜町線、 
3･6･3号平塚高校海岸線 

ステップ４：交通量の検証 

 
■必要性が低下した３路線は、廃止しても交通量の検証の結果、周辺道路網
に与える影響はありません 

ステップ３：ルート・構造などに係る課題整理 

○地形・地物との整合性  ○隣接都市計画区域との整合性  ○課題解決策の検討 

 ■将来の土地利用計画との整合：3･5･12号寺町川端線（大浜地区のまちづ
くりの進捗に合わせ変更を検討） 
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平塚市都市計画道路の見直し（全体図） 

 

※今回の都市計画道路見直しは幹線街路を対象としており、自動車専用道路である１・４・１号湘南新道は対象外です。 
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（２） 廃止候補路線及び存続候補路線 

① 廃止候補路線 

・廃止候補路線の廃止の内容、廃止の理由を以下に示します。また、それぞれの路線

の位置を次ページ以降に示します。 

 

都市計画 

番号 
道路名称 見直し結果 廃止の内容 廃止の理由 

3・5・4 上平塚花水川橋線 
廃止 

（一部廃止） 

■一部区間を廃止 

・廃止区間：(都) 平

塚山下線～(都) 八幡

神社土屋線 

 
■交通機能や市街地形成機能、都市防災
機能等の必要性は低下しており、並行し
て(主)平塚秦野線が位置しています。 
■周辺の現況の土地利用は畑などの農地
が多く点在しています。 
■当該区間が整備されない場合の将来交
通量の推計を行い、その結果、周辺道路
網への影響は小さく、廃止しても道路交
通処理上支障がありません。 

3・6・２ 平塚駅桃浜町線 
廃止 

（一部廃止） 

■一部区間を廃止 

・廃止区間：(都) 海

岸南中線～(都) 平塚

伊勢原線 

 
■交通機能や市街地形成機能、都市防災
機能等の必要性は低下しています。 
■周辺の現況の土地利用は一部中層集合
住宅が存在するものの、主に低層の住宅
地となっています。 
■当該区間が整備されない場合の将来交
通量の推計を行い、その結果、周辺道路
網への影響は小さく、廃止しても道路交
通処理上支障がありません。 
 

3・6・3 平塚高校海岸線 廃止 ■全線を廃止する 

■交通機能や市街地形成機能、都市防災
機能等の必要性は低下しており、並行し
て市道黒部丘 21 号線などが位置してい
ます。 
■周辺の現況の土地利用は、主に低層の
住宅地となっています。 
■当該区間が整備されない場合の将来交
通量の推計を行い、その結果、周辺道路
網への影響は小さく、廃止しても道路交
通処理上支障がありません。 
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（ア）３・５・４号上平塚花水川橋線（1 路線 1 区間） 
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（イ）３・６・２号平塚駅桃浜町線（1 路線 1 区間） 
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（ウ）３・６・３号平塚高校海岸線（1 路線２区間） 
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 ②存続候補路線 

・存続候補となる１４路線３０区間の道路名称等を以下に示します。 

 

都市計画番号 道路名称 区間番号 区間 

区間 

延長 

（ｍ） 

計画 

幅員 

（ｍ） 

3・3・3 
八王子平塚

停車場線 
3303-1 （都）八幡須賀線～（都）後谷八幡裏線 1,550 22 

3・3・6 湘南新道 

3306-1 平塚市と大磯町の行政界～（都）平塚山下線 836 20 

3306-2 （都）平塚山下線～（都）八幡神社土屋線 522 

25 
3306-3 （都）八幡神社土屋線～（都）平塚海岸秦野線 1,904 

3306-4 （都）平塚海岸秦野線～（都）平塚伊勢原線 840 

3306-5 （都）平塚伊勢原線～（都）東浅間大島線 1,204 

3・3・7 
八幡神社土

屋線 

3307-1 （都）平塚海岸秦野線～（都）湘南新道 4,036 22 

3307-2 （都）柳町諏訪町線～（都）平塚海岸秦野線 371 
16 

3307-3 （都）平塚海岸秦野線～（都）平塚伊勢原線 329 

3・3・8 
平塚海岸秦

野線 

3308-1 平塚市と秦野線の行政界～（都）湘南新道 5,786 22 

3308-2 （都）湘南新道～（都）国道一号線 2,244 

18 3308-3 
（都）須賀久領平塚中学校線～（都）平塚大磯海

岸線 
430 

3308-4 （都）平塚大磯海岸線～（都）国道 134 号線 370 

3・4・3 
須賀久領平

塚中学校線 
3403-1 （都）平塚伊勢原線～（都）海岸南中線 350 18 

3・4・5 萩原八幡線 

3405-1 （都）八幡神社土屋線～（都）平塚海岸秦野線 753 

16 

3405-2 （都）平塚海岸秦野線～（都）平塚伊勢原線 547 

3405-3 （都）平塚伊勢原線～（都）東浅間大島線 920 

3405-4 （都）東浅間大島線～（都）八王子平塚停車場線 882 

3405-5 （都）八王子平塚停車場線～（都）八幡須賀線 232 

3405-6 （都）八幡須賀線～（都）馬入一号線 386 

3・4・6 
上粕屋南金

目線 
3406-1 （都）北金目真田線～（都）平塚海岸秦野線 656 16 

3・5・3 
柳町諏訪町

線 
3503-1 （都）八幡神社土屋線～（都）平塚山下線 490 15 

3・5・8 平塚山下線 

3508-1  （都）湘南新道～（都）旭伊勢原線 570 

12 

3508-2 （都）旭伊勢原線～（都）上平塚花水川橋線 1,150 
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都市計画番号 道路名称 区間番号 区間 

区間 

延長 

（ｍ） 

計画 

幅員 

（ｍ） 

3・5・12 寺町川端線 3512-1 （都）国道 134 号線～（都）蔵邸川端線 100 15 

3・5・15 
東浅間大島

線 
3515-1 平塚市と伊勢原市の行政界～（都）伊勢原藤沢線 1,230 12 

3・5・16 旭伊勢原線 3516-1 （都）平塚海岸秦野線～（都）湘南新道 1,255 12 

3・5・17 
伊勢原藤沢

線 

3517-1 （都）東浅間大島線～（都）八王子平塚停車場線 1,961 

12 
3517-2 

（都）八王子平塚停車場線～平塚市と寒川町の行

政界 
789 

3・5・19 
国道 134

号線 
3519-1 平塚市と大磯町の行政界～（都）八幡須賀線 3,030 14.5 
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第５章．見直しの進め方 

１．今後の進め方 

・「廃止候補」については、各個別路線ごとの課題の検討を行った上で、廃止候補路

線別説明会、都市計画変更（案）の法定縦覧、都市計画審議会、都市計画道路の

変更告示の流れで都市計画手続きを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路見直し計画（素案）（平成２４年１月策定済み） 

廃止候補路線別説明会 

都市計画変更（案）の法定縦覧 

都市計画審議会 

都市計画道路の変更告示 

・パブリックコメント 

（平成 24年 1月 10日～2月 10 日実施済み） 

・地域説明会 

（平成 24年 1月 20日・21日実施済み） 

都市計画道路見直し計画の策定（平成２４年４月） 

都市計画道路の見直し方針（平成２２年４月策定済み） 


